
支所プラザ業務対応方法の変更について 
 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 
本年度より、職員による巡回活動を強化し、これまで以上に地域に出向く体制を構築するため、 

誠に勝手ながら下記日程より支所プラザの業務対応方法を一部変更させていただきます。 
ご不便をおかけする場合もあるかとは存じますが、宜しくお願い致します。 

 

令和 2 年 7 月～午後 3 時以降渉外活動を行うため、 

不在にする場合があります。 

 

《不在時は下記の番号にお電話いただければ、担当者へ転送しますので、宜しくお願い致します。》 

   ●湊支所プラザ ⇒ 79-1122     ●北波多支所プラザ ⇒ 64-3131 

●東部支所プラザ ⇒ 56-6711   ●七山支所プラザ ⇒ 58-3111 

●厳木支所プラザ ⇒ 63-3121 

●切木支所プラザ ⇒ 53-2011   ●値賀支所プラザ ⇒ 52-6411 
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